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女性労働をめぐる最近の法制及び裁判例の動向 

                   成城大学教授 奥山明良 

 

 

I 企業・労働者を取り巻く今日の社会状況 

１ 少子高齢社会の急速な進行 

（１）少子化の進行 

１）出生率の状況 

・平成元年―１．５７、平成１７年―１．２６、平成２５年１．４３、 

平成２６年―１．４２） 

２） １５歳未満人口の状況 

・平成２７年―１５８６万４千人（全人口に占める割合―１２．７％） 

（２）高齢化の状況（平成２８年度統計） 

１）総人口 

・１億２６９９万１千人 

２）６５歳以上人口 

・３４６１万人（男性―１４９９万人、女性１９６２万人） 

３） 高齢化率 

・２７．３％ 

・６５歳以上の高齢者が総人口の３割を超えるのは２０２４年？ 

４） 人口減少社会の到来と迅速な対応の必要性 

 

２ 女性労働の現状と課題 

（１） 女性労働の現状（平成２６年度） 

１）女性労働力人口（２８２４万人） 

     ２）女性労働力率（４９．２％） 

    ３）女性雇用者数 

・２４３８万人（男性―３１５９万人） 

・雇用者総数に占める女性の割合―４３．５％ 

（２）雇用・就業形態 

１）正規雇用者数―１０１９万人（４３．３％） 

２）非正規雇用者数―１３３２万人（５６．７％） 

３）非正規雇用者のうち、パート・アルバイト（１０４２万人）、契約社員・

４）嘱託（１７７万人）、労働者派遣事業の派遣社員（７１万人）、その他（４   

２万人） 
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５）短時間労働者（１週３５時間未満の雇用者） 

・１６５１万人（男性―５４０万人、女性―１１１１万人（６７．３％）） 

① 勤続年数 

・正規・正社員（男性―１４．１年、女性―１０．１年） 

・正社員・正職員以外（男性―８．４年、女性―６．６年） 

② 男女賃金格差 

・男性の賃金を１００とした場合の女性の賃金割合―７２．２％ 

③ 役職者への登用 

・部長級―６．０％、課長級―９．２％、係長級―１６．２％ 

（３） 女性労働の課題 

○ 依然として大きい雇用管理・処遇上の男女格差の存在 

○ 職場における女性の能力発揮と活躍推進の重要性 

 

II 職場での女性の活躍推進をめぐる最近の政策・方針 

（１） 内閣主導の政策・方針 

○ アベノミクスと経済成長戦略 

○ 政権主導の女性の活躍推進施策の展開 

 （２）政権主導の雇用制度改革と労働関係法規の制定・改正  

○ 「働き方改革実現会議」（平成２８年９月１６日） 

 

III 女性の活躍推進をめぐる最近の労働関係法制の動向 

 １「女性活躍推進法」 

２「次世代育成支援対策推進法」の時限延長 

３「同一労働同一賃金推進法」 

４「均等法（均等則・指針）」改正等 

５「育児・介護休業法」の改正 

 

IV  女性労働をめぐる最近の最高裁判例について 

１ 職場のセクシュアル・ハラスメント問題 

○ Ｌ（海遊館）事件・最１小判平２７・２・２６労判１１０９号５頁  

 

２ 妊娠・出産を理由の不利益取扱い（マタニティー・ハラスメント問題） 

○ 広島中央保健生活協同組合事件・最１小判平２６・１０・２３民集６８巻８

号１２０頁 


